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平成３０年２月定例県議会付議案 
 

議案第 １号 平成３０年度鳥取県一般会計予算 

 

議案第 ２号 同     鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計予算 

 

議案第 ３号 同     鳥取県公債管理特別会計予算 

 

議案第 ４号 同     鳥取県給与集中管理特別会計予算 

 

議案第 ５号 同     鳥取県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 

議案第 ６号 同     鳥取県国民健康保険運営事業特別会計予算 

 

議案第 ７号 同     鳥取県天神川流域下水道事業特別会計予算 

 

議案第 ８号 同     鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計予算 

 

議案第 ９号 同     鳥取県就農支援資金貸付事業特別会計予算 

 

議案第１０号 同     鳥取県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計予算 

 

議案第１１号 同     鳥取県県営林事業特別会計予算 

 

議案第１２号 同     鳥取県県営境港水産施設事業特別会計予算 

 

議案第１３号 同     鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予算 

 

議案第１４号 同     鳥取県港湾整備事業特別会計予算 

 

議案第１５号 同     鳥取県収入証紙特別会計予算 

 

議案第１６号 同     鳥取県県立学校農業実習特別会計予算 

 

議案第１７号 同     鳥取県育英奨学事業特別会計予算 

 

議案第１８号 同     鳥取県営電気事業会計予算 

 

議案第１９号 同     鳥取県営工業用水道事業会計予算 

 

議案第２０号 同     鳥取県営埋立事業会計予算 

 

議案第２１号 同     鳥取県営病院事業会計予算 

 

議案第２２号 平成２９年度鳥取県一般会計補正予算（第６号） 
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議案第２３号 同     鳥取県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２４号 同     鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２５号 同     鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２６号 同     鳥取県県営林事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２７号 同     鳥取県県営境港水産施設事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第２８号 同     鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第２９号 同     鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算（第３号） 

 

議案第３０号 同     鳥取県育英奨学事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第３１号 同     鳥取県営病院事業会計補正予算（第４号） 

 

議案第３２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係条例の整備に関する条例の設定について（教育総務課等） 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育委員長と教育長を一本化した新

たな教育長が置かれることに伴い、所要の改正を行うものである。 

（改正する条例） 

・知事等の退職手当に関する条例 

・鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例 

・鳥取県職員定数条例 

・鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 

・鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例 

（廃止する条例） 

・教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

[公布施行] 

 

議案第３３号 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の 

設定について（小中学校課等） 

 

 学校教育法等の一部が改正され、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が

新たな学校の種類として規定されたことに伴い、関係する条例について所要の改正を行うものである。 

（改正する条例） 

・鳥取県情報公開条例 

・職員の給与に関する条例 

・職員の特殊勤務手当に関する条例 

・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

・子育て王国とっとり条例 

・災害遺児手当助成条例 

・鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例 

・鳥取県教育審議会条例 

・鳥取県暴力団排除条例 

[平成 30 年４月１日施行] 
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議案第３４号 鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の一部改正について（危機管理政策課） 

 

被災者の生活の復興支援を行うため、県及び市町村が相互に連携し、必要に応じ、個々の被災者の

住宅、就労、健康、財産管理その他生活に係る課題に総合的に対応する体制を構築することとするた

め、所要の改正を行うものである。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第３５号 鳥取県基金条例の一部改正について（財政課等） 

 

設置目的に定める事業が終了したことに伴い、鳥取県地域医療再生基金及び鳥取県国民健康保険広

域化等支援基金を廃止する等、所要の改正を行うものである。 

[平成 30 年３月 31日施行 ほか] 

 

議案第３６号 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について 

（税務課） 

 

 企業立地の促進及び雇用機会の拡大に資するため、企業立地の促進のための不動産取得税の不均一

課税の適用期限を５年間延長し、平成 35 年３月 31 日（現行 平成 30 年３月 31 日）までとするもの

である。 

 [公布施行] 

 

議案第３７号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について（人事企画課、教育人材開発課） 

 

 義務教育費国庫負担金の算定基準額の引上げを踏まえ、公立学校の教諭等が心身に著しい負担を与

える業務に従事したときに支給される教員特殊業務手当の額を引き上げるものである。 

 

 [平成 30年４月１日施行] 

 

議案第３８号 職員の退職手当に関する条例等の一部改正について（人事企画課） 

 

国家公務員の退職手当に準じて職員の退職手当の調整率を 100 分の 83.7（現行 100 分の 87）に引
き下げるものである。 

 [平成 30年４月１日施行] 

 

議案第３９号 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について（人事企画課） 

 

鳥取空港ビル株式会社を職員を派遣する特定法人とし、派遣に係る規定を整備するとともに、職員
を派遣することができる公益的法人等に公益財団法人鳥取県市町村振興協会を追加する等、所要の改
正を行うものである。 

[平成 30 年７月１日施行 ほか] 

 

議案第４０号 鳥取県職員定数条例の一部改正について（業務効率推進課）→（人事企画課） 

 

平成 30 年度の組織改正等に伴い、職員定数の見直しを行うものである。 
（概 要） 
・知事部局  73 人減 
・学校職員  32 人減 ほか 

[平成 30 年４月１日施行] 
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議案第４１号 鳥取県行政組織条例の一部改正について（業務効率推進課）→（人事企画課） 

 

     平成 30年度の組織改正等に伴い、会計管理者の分掌事務であった庶務の集中管理その他の内部の管

理事務の集中処理に関する事項を総務部の所掌事務とする等、所要の改正を行うものである。 

 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第４２号 鳥取県総合事務所等設置条例の一部改正について（業務効率推進課）→（人事企画課） 

 

 建築に関する事務を所掌する建築住宅事務所として、鳥取県東部建築住宅事務所を新たに設置する

ものである。  

 [平成 30年４月１日施行] 

 

議案第４３号 鳥取県地方独立行政法人法施行条例の一部改正について 

（業務効率推進課、産業振興課）→（人事企画課、産業振興課） 

 

地方独立行政法人法の一部改正に伴い、地方独立行政法人評価委員会は、同法に規定する事務のほ

か、知事が行う中期計画の作成又は変更に係る認可及び業務の実績に関する評価について意見を述べ

る事務を行うこととする等、所要の改正を行うものである。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第４４号 鳥取県附属機関条例の一部改正について（業務効率推進課等）→（人事企画課） 

 

県行政に関し調査審議を行う附属機関について、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

①知事及び教育委員会の附属機関として、次の事項を調査審議する附属機関を新たに定める。 

 ア 補助金等の採択等に関する事項 

 イ 随意契約の相手方を公募等により決定する場合の相手方の選定に関する事項又は総合評価一

般競争入札を実施する場合の落札者の決定に関する事項 

②知事又は教育委員会の附属機関のうち鳥取県職員一般疾患健康管理審査会など 68 の機関を鳥取

県職員健康管理審査会など 14の機関に統合する。 

③鳥取県版業務継続計画策定推進会議など 34 の附属機関を廃止する。 

④鳥取県立高等学校運営指導委員会の名称を変更する。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第４５号 鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての 

県費負担に関する条例の一部改正について（地域振興課） 

 

 公職選挙法の一部が改正され、都道府県議会議員の選挙において選挙運動用ビラを頒布することが

可能とされたことに伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

①県は、県議会議員の選挙につき、候補者が無料でビラを作成することができるよう、②の限度額

の範囲内でその費用を負担するものとする。 

②費用の負担の限度額は、候補者１人について、ビラ１枚当たりの作成単価７円 51銭に作成枚数（上

限 16,000 枚）を乗じて得た金額とする。 

[平成 31 年３月１日施行] 
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議案第４６号 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について 

（地域振興課等） 

 

 介護保険法の一部が改正され、同法の規定に基づく県の権限に属する事務が市町村の権限に属する

事務とされたことに伴い、居宅介護支援事業者の指定に係る事務等について、南部箕蚊屋広域連合へ

の移譲項目から削除するとともに、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく

クマの捕獲等の許可に係る事務を処理する市町村に倉吉市、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町を追加する

ものである。 

 [平成 30年４月１日施行] 

 

議案第４７号 鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について（スポーツ課） 

 

 鳥取県立武道館の指定管理候補者の選定を公募により行う（現行 知事がその候補者を選定する（指

名指定））ことに伴い、所要の改正を行うものである。 

[公布施行] 

 

議案第４８号 鳥取県介護保険施設に関する条例等の一部改正について（長寿社会課、医療政策課） 

 

 介護保険法の一部が改正され、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されたこと等に伴い、

所要の改正を行うものである。 

（改正する条例） 

 ①鳥取県介護保険施設に関する条例の一部改正 

  ア 療養室の定員は４人以下とし、入所者１人当たりの床面積は８平方メートル以上とすること、

身体的拘束等を行わないこと等の介護医療院の従業者、設備及び運営等の基準を定める。 

  イ 療養病床等の介護老人保健施設への転換に関する経過措置を平成 36 年３月 31 日（現行 平

成 30年３月 31日）まで延長する。 

 ②鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正 

  訪問リハビリテーション等を行うことができる施設として、介護医療院を加える。 

 ③鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例の一部改正 

条例の失効期日は、平成 36 年３月 31 日（現行 平成 30 年３月 31 日）とする。 

 ④鳥取県医療法施行条例の一部改正 

  ア 病院の開設の許可等に係る地域の既存の病床数の算定に当たっては、平成 36 年３月 31 日ま

での間、介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を既存の療養病床の病床数とみなすこ

ととする。 

  イ 特定介護療養型医療施設及び特定病院の看護師等の員数の特例の適用期間を平成 36 年３月

31 日（現行 平成 30 年３月 31 日）まで延長する。 

 [平成 30年４月１日施行 ほか] 

 

議案第４９号 鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について（青少年・家庭課） 

 

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

①保護者は、正当な理由がある場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を利用しな

い旨の申出を書面又は電磁的記録により行うことができるものとする。 

②携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、①の書面又は電磁的記録を一定期間保存する

ものとする。 

③知事は、事業者が②に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよ

う勧告することができるものとする。 

[公布施行] 
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議案第５０号 鳥取県児童福祉施設に関する条例の一部改正について（子ども発達支援課） 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターに配置すべきものとしていた看護師につ

いて、保健師、助産師、看護師又は准看護師に緩和する。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第５１号 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の一部改正について（循環型社会推進課） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、有害使用済機器の保管又は処分について規制され

ることに伴い、条例の規制対象から有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者が行う有害使用

済機器の保管を除く等、所要の改正を行うものである。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第５２号 鳥取県都市公園条例の一部改正について（緑豊かな自然課） 

 

 都市公園法施行令の一部改正及び鳥取県立布勢総合運動公園の指定管理候補者の選定方法の見直し

に伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

 ・都市公園法施行令の一部が改正され、都市公園の敷地面積における運動施設の敷地面積の割合の

上限を条例で定めることとされたことに伴い、当該割合の上限を 100 分の 50 と定める。 

 ・鳥取県立布勢総合運動公園の指定管理候補者の選定を公募により行う（現行 知事がその候補者

を選定する（指名指定））こととする。 

 [公布施行] 

 

議案第５３号 職員の給与に関する条例及び鳥取県旅館業法施行条例の一部改正について 

（くらしの安心推進課、人事企画課） 

 

 旅館業法の一部が改正され、ホテル営業及び旅館営業の営業種別が旅館・ホテル営業に統合された

ことに伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

 ①職員の給与に関する条例の一部改正 

災害派遣手当について定めた規定中引用している同法の用語の改正を行う。 

 ②鳥取県旅館業法施行条例の一部改正 

旅館・ホテル営業の収容定員は、客室の有効面積３平方メートルにつき１人以下とする。 

 

[平成 30 年６月 15日施行 ほか] 

 

議案第５４号 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について（住まいまちづくり課） 

 

 公営住宅法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

 ①公営住宅法の一部が改正され、収入の申告をすること等が困難な認知症等の入居者の収入申告義

務が緩和されたことに伴い、当該入居者の収入申告によらず収入を認定できることとする。 

 ②庄内団地を大山町へ無償譲渡することに伴い、当該団地に係る規定を削る。 

 [公布施行 ほか] 
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議案第５５号 鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について（農地・水保全課） 

 

 土地改良法の一部が改正され、農地中間管理機構が借り入れている農地について農業者からの申請

によらない土地改良事業（以下「機構関連事業」という。）が新設されたことに伴い、機構関連事業に

係る特別徴収金を徴収することができるよう、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

機構関連事業の施行に係る地域内の土地について、農地中間管理機構に農地中間管理権の設定等

をした者又は農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた者が、当該機構関連事業の計画を定め

た旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了の公告の日が属する年度の翌年度の初日以

後８年を経過する日までの間に、当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転、賃貸借の解除

等を行った場合には、その者から特別徴収金を徴収することとする。 

[公布施行] 

 

議案第５６号 鳥取県立二十一世紀の森の設置及び管理に関する条例の一部改正について（林政企画課） 

 
二十一世紀の森の管理について、平成 31 年４月１日から指定管理者制度を導入するため、所要の改

正を行うものである。 
（概 要） 
・指定管理者の管理の期間 ５年間 
・指定管理者の選定方法 公募により候補者を選定する 

[平成 31 年４月１日施行 ほか] 
 

議案第５７号 鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例の一部改正について（水産課） 

 
とっとり賀露かにっこ館の管理について、平成 31 年４月１日から指定管理者制度を導入するため、

所要の改正を行うものである。 
（概 要） 
・指定管理者の管理の期間 ５年間 
・指定管理者の選定方法 公募により候補者を選定する 

[平成 31 年４月１日施行 ほか] 
 

議案第５８号 鳥取県港湾管理条例の一部改正について（空港港湾課） 

 
鳥取港のボートパークの管理について、平成 31年４月１日から指定管理者制度を導入するため、所

要の改正を行うものである。 
（概 要） 
・指定管理者の管理の期間 ５年間 
・指定管理者の選定方法 公募により候補者を選定する 

[平成 31 年４月１日施行 ほか] 
 

議案第５９号 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正について（空港港湾課） 

 

 国際交流センターの廃止及び鳥取東京線の５便化が２年間延長されることに伴い、所要の改正を行

うものである。 

（概 要） 

 ・鳥取空港内の国際交流センターを廃止することに伴い、同センターの設置に係る規定を削る。 

 ・鳥取東京線の５便化が２年間延長されることに伴い、着陸料の軽減期間を平成 32 年３月 28 日ま

で（現行 平成 30年３月 24日まで）延長する。 

[平成 30 年４月１日施行 ほか] 
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議案第６０号 鳥取県手数料徴収条例の一部改正について（会計指導課等） 

 

受益と負担の公平の確保を図るため、手数料の新設、額の変更その他所要の改正を行うものである。 

 

（手数料の概要） 

 設 定 

区 分 単 位 金 額 

２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 １件につき 147,000 円 

２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更

の認定 

１件につき 134,000 円 

汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 １件につき 120,000 円 

汚染土壌処理業者である法人の合併及び分割の承認 １件につき 120,000 円 

汚染土壌処理業の相続の承認 １件につき 120,000 円 

小規模不動産特定共同事業の登録 １件につき 60,000 円 

小規模不動産特定共同事業の登録の更新 １件につき 60,000 円 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録 

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 １戸 １件につき 6,000 円 

同 ２戸以上４戸以下 １件につき 7,000 円 

同 ５戸以上９戸以下 １件につき 8,000 円 

同 10 戸以上 19 戸以下 １件につき 10,000 円 

同 20 戸以上 39 戸以下 １件につき 11,000 円 

同 40 戸以上 49 戸以下 １件につき 12,000 円 

同 50 戸以上 99 戸以下 １件につき 14,000 円 

同 100 戸以上 １件につき 18,000 円 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項の変更の登録（住宅確保要配慮

者円滑入居賃貸住宅の戸数の増加に係るものに限る。） 

 増加する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数 

１戸以上４戸以下 

１件につき 1,000 円 

同 ５戸以上９戸以下 １件につき 3,000 円 

同 10 戸以上 19 戸以下 １件につき 4,000 円 

同 20 戸以上 29 戸以下 １件につき 5,000 円 

同 30 戸以上 49 戸以下 １件につき 6,000 円 

同 50 戸以上 99 戸以下 １件につき 8,000 円 

同 100 戸以上 １件につき 12,000 円 

 

引上げ 

区   分 単 位 
金  額 

現  行 改 正 後 

危険物取扱者免状の交付 １件につき 2,800 円 2,900 円 

危険物取扱者試験の実施 

 甲種危険物取扱者試験 １件につき 5,000 円 6,500 円 

乙種危険物取扱者試験 １件につき 3,400 円 4,500 円 

丙種危険物取扱者試験 １件につき 2,700 円 3,600 円 

消防設備士免状の交付 １件につき 2,800 円 2,900 円 

消防設備士試験の実施 

 甲種消防設備士試験 １件につき 5,000 円 5,700 円 

乙種消防設備士試験 １件につき 3,400 円 3,800 円 

危険物取扱者免状の再交付 １件につき 1,800 円 1,900 円 

消防設備士免状の再交付 １件につき 1,800 円 1,900 円 

２級建築士試験及び木造建築士試験の実施 １件につき 16,900 円 17,700 円 
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 引下げ 

区   分 単 位 
金  額 

現  行 改 正 後 

破砕業の事業の範囲の変更の許

可 

１件につき 

75,000 円 67,000 円 

高圧ガス容器検査の実施 

 繊維強化プラスチック容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 

 内容積１リットル以上５リ

ットル未満 

１個につき 

180 円 160 円 

高強度鋼容器 

 内容積30リットル以上500

リットル以下 

１個につき 220円に10リットル

又は 10 リットルに

満たない端数を増す

ごとに４円を加算し

た額 

210円に10リットル

又は 10 リットルに

満たない端数を増す

ごとに３円を加算し

た額 

内容積５リットル以上 30

リットル未満 

１個につき 

220 円 210 円 

その他の容器 

 内容積１リットル未満 １個につき 90 円 80 円 

高圧ガス容器再検査の実施 

 繊維強化プラスチック容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 

 内容積１リットル以上５リ

ットル未満 

１個につき 

180 円 160 円 

高強度鋼容器 

 内容積 30リットル以上 １個につき 220円に10リットル

又は 10 リットルに

満たない端数を増す

ごとに４円を加算し

た額 

210円に10リットル

又は 10 リットルに

満たない端数を増す

ごとに３円を加算し

た額 

内容積５リットル以上 30

リットル未満 

１個につき 

220 円 210 円 

その他の容器 

 内容積１リットル未満 １個につき 90 円 80 円 

液化石油ガスの充てん設備の変

更の許可 

１件につき 19,000 円に変更に

係る充てん設備の数

を乗じた額 

17,000 円に変更に

係る充てん設備の数

を乗じた額 

 

 その他 

  農林物資の規格化等に関する法律の一部改正に伴い、条例中引用している同法の題名等の改正を

行う。 

[平成 30 年４月１日施行 ほか] 
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議案第６１号 鳥取県警察手数料条例の一部改正について（警察本部警務課） 

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び道路交通法施行令の一部が改正され、風俗営業等に

関する事務に係る手数料の標準とすべき額が見直されたことに伴い、これらの事務に係る手数料の額

を見直す等、所要の改正を行うものである。 

（手数料の概要） 

見直し 

区   分 単 位 
金  額 

現  行 改 正 後 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る事務 

 風俗営業の営業所の構造又は設備

の変更の承認 

１件につき 

11,000 円 9,900 円 

特例風俗営業者の認定 １件につき 15,000 円 13,000 円 

 同時に複数の認定を受けようと

する場合の２件目以後の認定 

１件につき 

11,700 円 10,000 円 

同時に複数の特定遊興飲食店営業

の許可を受けようとする場合の２

件目以後の許可について減じる額 

１件につき 

8,000 円 8,700 円 

質屋営業の許可 １件につき 25,000 円 22,000 円 

核燃料物質等の運搬証明書の書換え １件につき 4,600 円 5,400 円 

銃砲刀剣類所持等取締法に係る事務 

 国際競技に参加するため入国する

外国人の銃砲又は刀剣類の所持の

許可を同時に複数受けようとする

場合の２件目以後の許可 

１件につき 

1,600 円 1,800 円 

銃砲又は刀剣類の所持の許可証の

再交付 

１件につき 

2,200 円 1,900 円 

道路交通法に係る事務 

 駐車監視員資格者証の再交付 １件につき 2,000 円 1,800 円 

運転免許試験 １件につき 免許の種類等に応じ 

1,600 円、7,050 円等 

免許の種類等に応じ 

1,550 円、6,600 円等 

運転技能検査 １件につき 免許の種類等に応じ 

3,850 円～6,700 円 

免許の種類等に応じ 

3,750 円～6,400 円 

運転することができる自動車等の

種類の限定の解除のための審査 

１件につき 使用する自動車に応じ 

1,450円又は 3,000円 

使用する自動車に応じ 

1,400円又は 2,850円 

仮運転免許証の交付及び再交付 １件につき 1,100 円 1,150 円 

認知機能検査 １件につき 650 円 750 円 

認知機能検査を行う者に対する講

習 
－ 

１時間につき 

700 円 

１回につき 

800 円又は 1,400 円 

技能検定員資格者証の交付 １件につき 1,100 円 1,150 円 

技能検定員に係る審査 １件につき 免許の種類等に応じ 

700 円～23,100 円 

免許の種類等に応じ 

700 円～23,400 円 

教習指導員資格者証の交付 １件につき 1,100 円 1,150 円 

教習指導員に係る審査 １件につき 免許の種類等に応じ 

700 円～14,600 円 

免許の種類等に応じ 

600 円～14,550 円 

運転技能の再試験 １件につき 免許の種類等に応じ 

1,050 円～4,650 円 

免許の種類等に応じ 

1,000 円～4,400 円 

運転免許証の更新 １件につき 2,500 円 2,500円又は 2,550円 

運転経歴証明書の交付及び再交付 １件につき 1,000 円 1,100 円 

国外運転免許証の交付 １件につき 2,400 円 2,350 円 

運転免許の保留等を受けた者に対 １時間につき 650 円～4,100 円 750 円～4,450 円 
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する講習 １件につき 500 円～13,200 円 500 円～12,500 円 

道路交通法第 108 条の２第２項の

規定に基づく講習（公安委員会が

定めるもの） 

－ １時間につき 

1,500 円 

１回につき 

1,800 円 

警備員指導教育責任者資格者証又は

機械警備業務管理者資格者証の書換

え 

１件につき 

2,000 円 1,800 円 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に係る事務 

 自動車運転代行業の認定 １件につき 13,000 円 12,000 円 

自動車運転代行業に係る認定証の

再交付 

１件につき 

1,900 円 1,700 円 

火薬類の運搬証明書の交付 １件につき 2,400 円 2,100 円 

探偵業の業務の適正化に関する法律に係る事務 

 探偵業の変更届出証明書の交付 １件につき 1,500 円 1,600 円 

探偵業に係る届出証明書の再交付 １件につき 1,000 円 1,100 円 

 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第６２号 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について（社会教育課） 

 

 平成 30年度末に指定管理者による管理の期間が満了する鳥取県立青少年社会教育施設（鳥取県立大

山青年の家及び鳥取県立船上山少年自然の家）について、次期の指定管理者の指定のため、所要の改

正を行うものである。 

（概 要） 

指定管理者の管理の期間 ５年間（現行 ３年間） 

[公布施行] 

 

議案第６３号 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について（文化財課） 

 
むきばんだ史跡公園の管理について、平成 31 年４月１日から指定管理者制度を導入するため、所要

の改正を行うものである。 
（概 要） 
・指定管理者の管理の期間 ５年間 
・指定管理者の選定方法 公募により候補者を選定する 

[平成 31 年４月１日施行 ほか] 
 
議案第６４号 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について（病院局総務課） 

 

 中央病院の新築移転に伴い、特別入院施設料を改めるものである。 

（使用料の概要） 

 見直し 

区分 単位 

非課税とされる助産に係る資産の譲

渡等に係るもの 

非課税とされる助産に係る資産の譲

渡等以外の資産の譲渡等に係るもの 

現  行 改 正 後 現  行 改 正 後 

甲 １床１日につき 8,000 円 9,000 円 8,640 円 9,720 円 

乙 １床１日につき 4,000 円 7,000 円 4,320 円 7,560 円 

丙 １床１日につき － 5,000 円 － 5,400 円 

 

[規則で定める日から施行] 
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議案第６５号 鳥取県病院局企業職員定数条例の一部改正について（病院局総務課） 

 

中央病院の新築移転に向けた体制整備及び厚生病院の診療機能の充実強化を図るため、医師、看護

師、医療技術員等の増員を行うものである。 

（概 要） 

現行 1,256 人 → 改正後 1,285 人（＋29 人） 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第６６号 財産を減額して貸し付けること（鳥取バスターミナル用地）について（交通政策課） 

 

相 手 方：鳥取バスターミナル株式会社 

貸 付 財 産：普通財産 

所在地 種 類 数 量 

鳥取市東品治町 107 番２ ほか５筆 土 地 2,013.20 ㎡ 

貸 付 期 間：平成 30年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで 

貸 付 金 額：バスターミナルの使用料収入の１割に相当する額と当該土地に係る国有資産等所在

市町村交付金法第２条により交付すべき市町村交付金の額のいずれか高い額 

減額貸付理由：バス利用者及びバス交通の利便を促進するとともに、鳥取駅周辺の交通の安全確保

と円滑化を図るため、引き続き当該土地を減額して貸し付けようとするものである。 

 

議案第６７号 財産を無償で貸し付けること（湖山池漕艇場のリギング場及び駐車場の用地）について 

（スポーツ課） 

 

相 手 方：鳥取市 

貸 付 財 産：普通財産 

所在地 種 類 数 量 

鳥取市湖山町南五丁目 727 番 ほか６筆 土 地 1,000.00 ㎡ 

貸 付 期 間：平成 30年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで 

無償貸付理由：ボート競技の振興を図るため、湖山池にあるリギング場（競技者の体格に合わせて

艇を調整する場所）及び駐車場の用に供する土地を、引き続き無償で貸し付けよう

とするものである。 

 

議案第６８号 財産を無償で貸し付けること（弓浜がすり伝承館）について（販路拡大・輸出促進課） 

 

相 手 方：鳥取県弓浜絣協同組合 

貸 付 財 産 ：普通財産 

所在地 種 類 数 量 
境港市麦垣町字蔵本灘 86番２ 土 地 2,764.26 ㎡ 

建 物 523.28 ㎡ 
貸 付 期 間：平成 30年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで 
無償貸付理由：伝統技術の伝承及び後継者の育成を図り、伝統的工芸品である弓浜絣の産地維持に

資するため、引き続き鳥取県弓浜絣協同組合に無償で貸し付けようとするものであ

る。 
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議案第６９号 財産を無償で貸し付けること（放牧場用地及び施設）について（畜産課） 

 

貸 付 先：公益財団法人鳥取県畜産振興協会 

貸 付 財 産：普通財産 

名 称 所在地 種 類 

鳥取放牧場 鳥取市越路ほか 土地、牧柵、給水施設、

畜舎、堆肥舎、肥料庫、

看視舎 等 
鳥取放牧場河合谷牧野 鳥取市国府町雨滝 

鳥取放牧場兵円牧野 鳥取市河原町北村ほか 

大山放牧場俵原牧野 東伯郡三朝町俵原 

大山放牧場 西伯郡伯耆町小林ほか 

貸 付 期 間 ：平成 30年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで 

無償貸付理由：公共育成牧場の安定的な運営を図るため、育成放牧事業を実施している当該法人に、

当該事業の用に供する放牧場の土地及び施設を無償で貸し付けようとするものであ

る。 

 

議案第７０号 財産を無償で貸し付けること（内港地区埠頭用地）について（県土総務課） 

 

相 手 方：境港管理組合 

貸 付 財 産：普通財産 

所在地 種 類 数 量 

境港市浜ノ町 112番地先から同市栄町 20番地先

まで 

土 地 20,643.97 ㎡ 

貸 付 期 間：平成 30年４月１日から平成 40 年３月 31 日まで 

無償貸付理由：境港の港湾施設用地として使用するため、引き続き無償で貸し付けようとするもの

である。 

 

議案第７１号 財産を無償で貸し付けること（（元）鳥取農業高等学校実習農園）について（教育環境課） 

 

相 手 方：鳥取市 個人（山王団地自治会会長） 

貸 付 財 産 ：普通財産 

所在地 種 類 数 量 

鳥取市湖山町南三丁目 607 番１のうち一部 土 地 1,709.40 ㎡ 

貸 付 期 間 ：平成 30年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

無償貸付理由：当該土地は県史跡天神山城跡（因幡守護所跡）として保護すべき土地であり、今後

の活用策等が決定されるまでの間、維持管理費の低減及び防犯対策を図る観点から、

引き続き山王団地自治会に無償で貸し付けようとするものである。 

 

議案第７２号 財産を無償で譲渡すること（県営住宅庄内団地）について（住まいまちづくり課） 

 

相 手 方：大山町 

譲 渡 財 産：普通財産 

所在地 種 類 数 量 

西伯郡大山町高田判形場 1287 番地１ 土 地 1,245.00 ㎡ 

建 物 200.16 ㎡（１棟４戸） 

無償譲渡理由：既に管理代行制度を導入し、大山町が実態として町営住宅と同様の管理を行ってい

る当該県営住宅について、町が地域の実情に応じた住宅政策を行えるよう、無償で

譲渡しようとするものである。 

 



－14－ 

 

 

議案第７３号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（健康政策課） 

 
和解の相手方：東京都港区 個人 
和解の要旨：県は、損害賠償金 1,319,210 円を和解の相手方に支払う。 
概    要：東部福祉保健事務所の職員が、和解の相手方に対して行った、風しん抗体価検査の

ための採血において、和解の相手方の左前腕部に予期せぬ神経損傷が生じたもので
ある。 

 
議案第７４号 県道の路線の認定（高橋松河原線）について（道路企画課） 

 
高橋松河原線（起点：西伯郡大山町高橋、終点：西伯郡大山町松河原）を認定するものである。 
 

議案第７５号 県道の路線の認定（淀江琴浦線）について（道路企画課） 

 
淀江琴浦線（起点：米子市淀江町、終点：東伯郡琴浦町）を認定するものである。 

 

議案第７６号 県道の路線の廃止（下市停車場線）について（道路企画課） 

 
大山町へ管理移管することとなったため、下市停車場線（起点：下市停車場、終点：西伯郡大山町

下甲）を廃止するものである。 
 

議案第７７号 県道の路線の廃止（名和名和停車場線）について（道路企画課） 

 
大山町へ管理移管することとなったため、名和名和停車場線（起点：西伯郡大山町名和、終点：名

和停車場）を廃止するものである。 
 

議案第７８号 県道の路線の廃止（高橋下市停車場線）について（道路企画課） 

 
大山町へ管理移管することとなったため、高橋下市停車場線（起点：西伯郡大山町高橋、終点：下

市停車場）を廃止するものである。 
 

議案第７９号 県道の路線の廃止（下市赤碕停車場線）について（道路企画課） 

 
淀江琴浦線を県道認定することによる重複のため、下市赤碕停車場線（起点：西伯郡大山町下市、

終点：赤碕停車場）を廃止するものである。 
 

議案第８０号 県道の路線の廃止（坊領淀江停車場線）について（道路企画課） 

 
淀江琴浦線を県道認定することによる重複のため、坊領淀江停車場線（起点：西伯郡大山町坊領、

終点：淀江停車場）を廃止するものである。 
 

議案第８１号 県営土地改良事業等の施行に伴う市町村負担金についての議決の一部変更について 

（農地・水保全課） 

 

 県営土地改良事業等の実施にあたり関係市町村から徴収している負担金について、平成 30年度から

農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設耐震対策事業）及び農地集積加速化農地整備事業を

実施することに伴い、市町村の負担金の額を定めるものである。 

（負担すべき額） 
事業区分 負担すべき額 

農業用河川工作物等応急対策事業（土地改良施設耐

震対策事業）のうち、中山間地域 

工事費の100分の13に相当する額 

農地集積加速化農地整備事業 工事費の100分の10に相当する額 
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議案第８２号 公共施設等運営権の設定（鳥取県営鳥取空港）について（空港港湾課） 

 

鳥取県営鳥取空港の公共施設等運営権を設定することについて、民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律第 19 条第４項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第８３号 鳥取県行政不服審査会共同設置規約の変更に関する協議について（政策法務課） 

 

鳥取県行政不服審査会を共同設置する八頭環境施設組合の解散に伴い、鳥取県行政不服審査会共同

設置規約の一部を変更することに関し協議することについて、地方自治法第 252 条の７第３項におい

て準用する同法第 252 条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第８４号 鳥取県と鳥取市との間における保健所業務等に関する事務の委託に関する規約を定める 

協議について（地域振興課） 

 

岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町の区域に係る保健所業務等に関する事務の一部を県が鳥取市に

委託することについて、地方自治法第 252 条の 14第３項において準用する同法第 252 条の２の２第３

項本文の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第８５号 公立大学法人公立鳥取環境大学定款等の一部変更について（教育・学術振興課） 

 

地方独立行政法人法の一部が改正され、監事の職務及び任期が変更されたこと等に伴い、公立大学

法人公立鳥取環境大学定款の監事の職務及び任期を変更するとともに、新生公立鳥取環境大学運営協

議会規約について、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、設立団体の事務に監査報告作成に関する

規則を定める事務を追加する等、所要の改正を行うものである。 

 

議案第８６号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター定款の一部変更について（産業振興課） 

 

地方独立行政法人法の一部が改正され、監事の任期が変更されたことに伴い、地方独立行政法人鳥

取県産業技術センター定款の監事の任期を変更するものである。 

 

議案第８７号 包括外部監査契約の締結について（行政監察・法人指導課） 

 

 包括外部監査人と契約を締結するため、地方自治法第 252 条の 36第１項の規定により、議会の議決

を求めるものである。 
契約の目的：当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 
契 約 金 額：9,150,000 円を上限として、執務費用及び実費の額を合算して算定した額 
契約の相手方：岸本 信一 税理士 
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議案第８８号 鳥取県税条例等の一部改正について（税務課） 

 

 平成 30年度税制改正による地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

 ①法人県民税・法人事業税 

  ア ガス中小事業者が行う製造及び小売りに係る事業について、課税方式を変更する。 

  イ 特定法人である内国法人に対して、平成 32 年４月１日以後に開始する事業年度から電子申告

を義務付ける。 

 ②不動産取得税 

  ア 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置（４％を３％に軽減）を３年間延長する。 

  イ 宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措置（評価額を２分の１に軽減）を３年間延長す

る。 

 ③県たばこ税 

  ア 県たばこ税に係る税率を４年間で段階的に引き上げる。 

  イ 旧三級品の製造たばこに係る税率の引上げ時期を平成 31 年 10 月１日（現行 平成 31年４月

１日）に延期する。 

 ④自動車取得税 

  免税点の特例措置（15 万円を 50 万円に拡充）の適用期限を１年６月延長する。 

 

 [平成 30年４月１日施行 ほか] 

 

議案第８９号 職員の給与に関する条例の一部改正について（人事企画課） 

 

 人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」に鑑み、一般職の
職員の通勤手当の改定を行うものである。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第９０号 鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例の一部改正について（障がい福祉課） 
 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が一部改正され、新たな障害福祉サ

ービス事業として就労定着支援及び自立生活援助が創設されたこと等に伴い、所要の改正を行うもの

である。 

（概 要） 

 ①就労定着支援及び自立生活援助に係る人員、設備、運営等の基準を定める。 

 ②共同生活援助のうち日中サービス支援型事業所について、世話人、生活指導員又はサービス管理

責任者のうちいずれか１人以上は常勤の者であることその他の人員及び設備に関する基準を定め

る。 

[平成 30 年４月１日施行] 

 

議案第９１号 鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の一部改正について 

（子ども発達支援課） 

 

児童福祉法の一部が改正され、新たな障害児通所支援事業として居宅訪問型児童発達支援が創設さ

れたこと等に伴い、所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

 ①居宅訪問型児童発達支援に係る人員、設備、運営等の基準を定める。 

 ②児童発達支援において配置すべき従業者について、指導員を児童指導員に改めるとともに、障害

福祉サービス経験者を加える。 

 ③配置すべきものとしていた看護師について、保健師、助産師、看護師又は准看護師に緩和する。 

 

 [平成 30年４月１日施行] 
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議案第９２号 鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について（立地戦略課） 

 

 企業立地及び雇用に関する社会情勢の変化を踏まえ、企業立地事業補助金の交付上限額を見直す等、

所要の改正を行うものである。 

（概 要） 

①企業立地事業補助金の額の上限を投下固定資産額に 100 分の 40（現行 100 分の 50）を乗じて得

た額とする。 

②特定製造業、自然科学研究所に属する事業及び職員教育施設・支援業に属する事業に係る企業立

地事業補助金の投下固定資産額に係る補助率を 100 分の 20（現行 100 分の 30）とする。 

③企業立地事業補助金について、特定製造業以外の製造業等の事業で常時雇用労働者が 30人以上増

加する場合の限度額の例外（30 億円）を廃止するとともに、特定製造業に係る限度額を 15 億円

（現行 30 億円）と、ソフトウェア業等に係る限度額を５億円（現行 10 億円）とする。 

④各加算措置の限度額のうち、現行が 10 億円であるものを５億円とするとともに、加算措置の合計

の限度額を 15億円（現行 20 億円）とする。 

⑤１年間に交付する企業立地事業補助金の限度額を５億円（現行 ７億円）とする。 

⑥企業立地事業に、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定

する承認地域経済牽引事業計画に従って行う事業であって知事が要綱で定めるものを追加する。 

⑦県内中小企業に限り、高年齢常時雇用労働者を雇用要件の算入対象とする。 

⑧情報通信関連雇用事業及びコンテンツ・事務管理関連雇用事業を見直し、次世代ソフトウェア産

業等立地事業とする。 

[平成 30 年４月１日施行] 


